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はじめに

　人間の自由について，近代社会においてさま

ざまな探求が行われてきた。その中で，自由と

は何かをめぐって思想的対立も生じ，それは現

実社会における自由主義と平等主義，資本主義

と杜会主義などの対立の中にも現れた。しかも

20世紀には，「自由」の名による独裁政治や専

制政治も出現した。その典型は資本主義におけ

るファシズムと社会主義におけるスターリニズ

ムである。もちろん，ファシズムとスターリニ

ズムを同一視することはできない。しかし，し

ばしばこれらはともに「自由」を掲げながら自

由を否定する全体主義として論じられることも

事実である。自由の問題には，このような対立

やパラドックスが含まれている。

　こうした自由をめぐる問題状況の中で，アイ

ザイア・バーリンの論文「二つの自由概念」

（1958年）およびそれを収録した著作『自由に

関する四論文』’〕（1969年，邦訳『自由論』）は，

20世紀における自由論の代表の一つとして，今

日でもしばしば論じられるものである。バーリ

ンは，白由（freedomor1iberty，バーリンはこ

れらを同じ意味で用いる）には二つの意味があ

ると言う。一つは，他人からの干渉や強制がな

いことを意味する「消極的自由」（negative1ib－

erty）であり，「～からの自由」（freedomfrom）

である。もう一つは，人問の白己統治や自己実

現，主権への参加を意味する「積極的自由」

（positive1iberty）であり，「～への白由」

（freedom　to）である。そしてこの「積極的自

由」は，「自由」の名による強制に転化したり，

「全体主義」を正当化する議論に転化すること

を論じた。そのため，バーリンの論文の発表の

直後から，彼のいう「消極的自由」の妥当性や

「積極的自由」への批判の妥当性をめぐって多

くの議論を巻き起こした・〕。しかも，ユ989年以

降のソ連・東欧の「杜会主義体制」の動揺・崩

壊と，資本主義における「新自由主義」の台頭

とその矛盾のなかで，引き続き論議を呼んでい
るヨ〕。

　小論では，このような議論の経過を踏まえな

がら，バーリンの提起した「消極的白由」と

「積極的自由」の問題について，その双方の自

由に含まれるパラドックスとその解決方向を探

る視点から，改めて検討したいと思う。

I　バーリンの「消極的自由」の概念

　バーリンは，まず「消極的自由」の概念につ

いて，次のように論じた。

　「ふつうには，他人によって白分の活動が干

渉されない程度に応じて，私は自由だといわれ

る。…・もし私が白分のしたいことを他人に妨

げられれば，その程度に私は自由でないわけだ

し，またもし自分のしたいことのできる範囲が

ある最小限度以上に他人によって狭められたな

らば，私は強制されている，あるいはおそらく

隷従させられている，ということができる。・・

・・強制には，私が行為しようとする範囲内にお

ける他人の故意の干渉という意味が含まれる」

（p．122，304－305ぺ一ジ）。

　バーリンは，このような自由の概念は，「イ

ギリスの古典的政治哲学者たちが白由という言
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葉を使ったときに意味していたものである」

（p．123，307ぺ一ジ）として，ホッブズからの

引用を行っている。また，イギリスのロック，

ミル，フランスのコンスタン，トクヴィルの名

もあげている。要するに「消極的自由」とは，

個人が他人や国家から干渉や強制，抑圧を受け

ない自由であり，ホッブズの言う「外的障害の

ないこと」である。しかも，バーリンはこの自

由についてさまざまな注意点をあげているが，

それらのうちで次の点が注目される。

　第一に，白由とは，他人の故意の干渉のない

ことであって，何かを行うための手段の欠如や，

自分の精神的能力や身体的能力の欠如は，けっ

して自由の欠如ではない，とされる。バーリン

はこの点で，貧乏の例をあげて，それはけっし

て自由の欠如ではないと言う。そして「経済的

自由」とか「経済的隷従」とかいう用語法は，

「自分の貧乏ないし弱さの原因に関するある特

定の社会・経済理論に依拠しているのだ」

（p．ユ23，305－306ぺ一ジ）と述べている。この

特定の社会・経済理論として，マルクス主義，

キリスト教の教義，功利主義学説，あらゆる社

会主義理論があげられている。つまり，バーリ

ンは多くの貧困論にも反対して，生活手段の保

証が「貧困からの自由」となるという考えはと

らないのである。

　第二に，例えばミルは，強制や干渉からの自

由を論じながら，「人問は真理の発見につとめ

るべきであり，ミルが是認しているようなある

タイプの性格一大胆で，独創的で，空想力に

富み，独立自尊，偏屈なまでに適合・従順を排

する，等々一の展開につとめねばならぬ，し

かもその真理の発見，性格の酒養は自由の状態

においてのみ可能なのだ」（p．128，313－3！4ぺ

一ジ）とする。しかし，自由ということと，真

理の発見や独創的な性格の酒養とは，同一のも

のではなく，別のことである，とバーリンは言

う。つまりバーリンの言う「消極的自由」は，

ミルの観念よりもはるかに狭く，自由な個性の

発揮や自己表現，自己実現ではなくて，強制や

干渉の欠如そのものを意味するのである。

　第三に，自由と民主主義との区別である。

「自治制度は他の体制よりも，全体として，市

民的自由の護持をよりよく保証するであろう

し，実際にそのようなものとして自由主義者た

ちによって擁護されてきた。けれども，個人の

白由とデモクラシーによる統治とのあいだには

なにも必然的な連関があるわけではない・『だ

れが私を統治するか』との問いに対する答えは，

『政府がどれほど私に干渉するか』という問い

とは，論理的にはっきり区別される」（p．130，

316ぺ一ジ）とされる。そしてバーリンは民主

主義への要求，つまり「自分自身によって統治

されることを欲する，あるいはとにかく白分の

生活が統制される過程に参画したいと願う気持

ち」（p．13！，317ぺ一ジ）は，「積極的自由」す

なわち「～への自由」の要求であるととらえて

いる。

皿　バーリンの「消極的自由」の問
　　題点

　このようなバーリンの「消極的自由」の概念

は重大な問題を含んでおり，これに対して多く

の批判が寄せられた。それに対してバーリンは

『自由論』につけられた「序論」で応答してい

る。この応答も含めて，上で見た「消極的自由」

の三つの特徴に対応させて，その問題点を検討

しておきたい。

　第一は，自由と自由の条件との関係，あるい

は自由とその手段や能力との関係である。この

点で，バーリンは「序論」で次のように述べて

いる。

　「私は，（言う必要もないほど明らかである

と思っていたのだが）つぎのようなことをおそ

らく強調しておくべきであったであろう。即ち，

個人や集団が，意義ある程度の《消極的》自由

を行使できるための必要最小限の条件，理論的

には白由をもっている人にも，それなくしては

自由がほとんど何の価値もなくなってしまうよ

うなミニマムの条件，こうした条件を，この杜

会・法体系は提供しそこなっているということ
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を。というのは，権利を持っていたところで，

それを実行に移すだけの力がなければ何になる

か」（PPカv一剥vi，69ぺ一ジ）。

　これは重要な議論である。バーリンは，この

ことは「言う必要もないほど明らかであると思

っていた」と言うが，しかし，貧困は自由の欠

如ではないとしていた先の論文に比べて，明ら

かに議論の重点を変更している。つまり，先に

は強制や干渉のないこととしての自由と，手段

や能力という自由の条件とは，別のものだとい

う区別に力点があった。そして「序論」におい

ても，「自由そのもの」と「自由の条件」とは

確かに別のものとして区別されるが，しかし白

由はその条件なしには「おぞましい茶番」

（p．xlvi，69ぺ一ジ）となることが明確に認めら

れているのである。

　ところで，このような議論の重点の変更は，

バーリンの「消極的自由」と「積極的自由」と

の峻別という議論にも変更を迫るものである。

なぜなら，「消極的自由」の条件としての生活

手段，教育の条件，労働の条件などを保証する

というは，まさにそれ自身，生活や教育や労働

などへの自由（freedom　to）の保証であり，

「積極的自由」の保証だからである。こうして，

本来，消極的自由と積極的自由とは密接に結び

つくものなのである。しかしバーリンは両者の

峻別に固執し，その結びつきは認めようとはし

ない。この点は以下で「積極的自由」の問題と

あわせて検討したいと思う。

　第二は，自由と人間の自己実現の活動との関

係である。バーリンは「序論」で，工一リッ

ヒ・フロムらの「真の自由とは統合された全人

格の自発的で合理的な活動である」（p．x1ii，63

ぺ一ジ）という見解を紹介しながら，しかしそ

れには「反対である」と述べている。そして

「私が述べている自由は，行動それ自体という

よりは行動のための機会である」（同）として，

自説を固持している。この問題も「消極的自由」

と「積極的自由」との関係の問題にかかわる。

先に見たミルやここでのフロムの自由論は，バ

ーリンによれは，「積極的自由」における「自

己実現」とみなされるからである。しかも，後

でも検討するように，「積極的自由」は，「高次

の自我」と「低次の自我」とに分け，「《高次

の》自我は，制度，教会，国民，人種、国家，

階級，文化，政党と同一視され」，「当初，自由

の理論として始まったものが，そうしたプロセ

スのあいだにやがて権威の理論，ときとして抑

圧の理論に変わり」，こうして「専制政治のお

気に入りの武器」（p．x1iv，66ぺ一ジ）となって

しまうと考えられるからである。このように，

バーリンは，まさにチャールズ・テイラーのい

うように引「全体主義の脅威への恐怖」から，

ミルらにおいては「消極的自由」と結びついて

いた「自己実現」をそれから切り離し，「自分

の真の要求」や「自分の真の意志」「真の自我

の欲求」の拝求を危険なものと決めつけて，

「消極的自由」をホッブズやベンサムの言う

「外的障害のないこと」というきわめて狭隆な

ものにしてしまうのである。

　第三は，自由と民主主義との分離の問題であ

る。バーリンは自由と民主主義とを論理的に区

別するあまり，「この意味での自由はある種の

専制政治，あるいはとにかく自治の欠如と両立

しえないものではない。…・デモクラシーが

個々の市民から，他の形態の社会においてなら

もちえたかもしれぬ数多くの自由を奪うもので

あるように，自由主義的な専制君主がその臣下

にかなりの程度の個人的自由を許すということ

も十分に考えられる」（p．129，315－316ぺ一ジ）

と言う。しかしながら，専制君主によって許さ

れる自由とは，専制君主に服従したうえでの

「自由」にすぎず，したがって「批判の自由」

を欠いた「臣民の自由」であり，しかも特定の

人問にのみ許される「特権としての自由」であ

ろう。このような自由でさえ，「消極的自由」

．であればよいとして是認するバーリンの議論

は，とうてい現代杜会において通用するとは思

えない。

　他方で，人間が社会生活を行ううえで，無制

限の自由は不可能であり，何らかの自由の制限

が必要になる。そうでなければ，まさにホッブ
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ズが想定したような「各人の各人に対する戦争

状態」が起こりかねない。そこで，社会的な共

通の利益を擁護するうえで，どのような自由を

制限し，どのような白由を容認するかを決める

手続きが問題となる。そのさい，まさに専制政

治や絶対的権力をもつ「リヴァイアサン」より

も，自治制度や民主主義がはるかに望ましいと

いうのが，人類が獲得した知恵であり，現実の

歴史である。つまり，バーリンの言葉を使えば，

「だれが私を統治するか」という問いは，「政府

がどれほど私に干渉するか」という問いにとっ

て決定的に重要なのである。この双方の問いを

あえて分離するところにも，バーリンの白由論

の狭隆さが現れている。

　つまり，「消極的白由」といえども，それが

「自由の条件」と切り離され，「自己実現」と切

り離され，民主主義とも切り離されるならば，

「自由」と言いながら事実上「自由」はなかっ

たり，何をしたいのかという内容のない「自由」

であったり，服従しながらの「自由」であった

り，まさに自由が自由でなくなるというパラド

ックスを含むのである。

皿　バーリンの「積極的自由」の概念

　次に，バーリンの「積極的白由」の概念につ

いて検討してゆこう。バーリンは次のように述

べている。

　「『自由』という言葉の『積極的』な意味は，

自分自身の主人でありたいという個人の願望か

らくるものである。私は自分の生活やさまざま

の決定をいかなる外的な力にでもなく，私自身

に依拠させたいと願う。私は他人のではなく，

自分自身の意志行為の道具でありたいと願う。

私は客体ではなく，主体でありたいと願い，い

わば外部から私に働きかけてくる原因によって

ではなく，自分自身のものである理由によって，

自覚的な目的によって動かされるものでありた

いと願う」（p．！31，319ぺ一ジ）。

　つまり，「積極的白由」とは，まず「自分自

身の主人であること」（beingone’sownmaster）

ないし「自己支配」（se1f－maste町）としての自

由であるとされる。バーリンはこのような自由

が含むさまざまな内容，およびそれが「自由の

強制」にならざるをえないことを論じてゆく。

その中からいくつかの注目すべき論点を取り出

してみよう。

　第一は，「自己支配」ということから，一方

では「支配する自我」を，他方では「服従させ

られるなにものか」を自分のうちに自覚すると

いう，自我の二重化である。そしてこの「支配

する自我」は，理性や「高次の本性」とか，

「真実」の「理想」の「自律的」な「最善」の

自我とされ，このような「支配する自我」が，

そのもとに服従させられるべき「非合理な衝動

や制御できない欲望，私の『低次』の本性，直

接的な快楽の追求」に，すなわち「経験的」な

「伸律的」な自我に対置される。しかも，この

ような自我の二重化は単にそれにとどまらない

というのが，バーリンの主張である。彼は次の

ように言う。

　「真の自我は個人的な自我（普通に理解され

る意味で）よりももっと広大なもの，個人がそ

れの一要素あるいは一局面であるようなひとつ

の社会的『全体』一種族，民族，教会，国家，

生者・死者およびいまだ生まれざる者をも含む

大きな社会一として考えられる。こうなると

その全体は，集団的ないし『有機的』な唯一の

意志を，反抗するその『成員』に強いることに

よって，それ自身の，したがってまたその成員

たちの，より『高い』自由を実現するところの

『真』の自我と一体化される」（p．132，321ぺ一

ジ）。さらには，「いったんこうした見地をとっ

たならば，私は人々な．り社会なりの現実の願望

を無視して，彼らの『真実』の自我の名におい

て，彼らの『真実』の自我のために，彼らを脅

し，抑圧し，拷問にかけることができることに

なる」（p．133，322ぺ一ジ）

　このような「魔術的な転換あるいは奇術」に

よって，自由の名において強制や抑圧が正当化

される。これがバーリンのいう「積極的自由」

のパラドックスである。
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　第二は，欲望の廃棄による「自己支配」であ

る。バーリンはこれを「内なる砦への退却」と

呼んで，次のような議論をおこなっている。

　「私は白分の王国を支配する主人でありたい

と願う。しかしその国境線は長くて，攻撃を蒙

りやすい。だから，この攻撃をうけやすい範囲

を縮小し除去するために，国境線を狭めなけれ

ばならない。・…それで，確実に手に入れるこ

とのできると考えられないものを追い求めるこ

とはすまいと心に決める。達成できないものは

欲しないと決心する。…・これはいわば内なる

砦への戦略的退却をしたようなものだ。内なる

砦一私の理性，魂，『本体』的自我一がな

んであれ，これは盲目的な外部の力も人間の悪

意も手を触れることはできない。私は自分の内

部に引きこもってしまった」（p．135，325－326

ぺ一ジ）。

　バーリンはこのような自由の主張として，禁

欲主義，静寂主義者，ストア派の哲人，仏教の

賢者，さらにはカントらをあげている。

　第三は，「理性的な自己支配」によって「自

己実現」を杜会的に達成しようとする立場であ

る。ここでは，ヘルダー，へ一ゲル，マルクス

らの思想が考えられている。バーリンは次のよ

つに言つ。

　「私が自分の意志によって自分の生活を設計

するならば，そのときにのみ私は自由である。

この設計が規則をもたらす。規則は，もし私が

自覚的にそれを自分に課し，それを理解して自

由に受け取るのであるならば，それが自分によ

って発案されたものであろうと他人の考案にな

るものであろうと，理性的なものである限り，

つまり，事物の必然性に合致するものである限

り，私を抑圧し隷従させるものではない。…・

必然的な法則についてそれが現にそうであるよ

り以外のものであるを欲するのは，非理性的な

欲求の餌食になることである。…・これこそ合

理主義の形而上学の確信である。…・私は理性

的存在である。私が自分自身に対して必然的で

あると証明できるもの，理性的な社会一つま

り，理性的な人々によって，理性的存在が抱く

であろうような目標へと向けられている社会

一においてそうあるよりほかにありえないと

証明できるものはいかなるものであれ，これを

私は，理性的存在であるがゆえに自分の道から

一掃してしまおうなどと欲することはできな

い。私はこれを自分の本体に同化させてしまう，

ちょうど論理法則や数学・物理学の法則，芸術

上の規則をそうするように。…・これが，理性

による解放という積極的学説である」（pp．143－

144，340－34ユページ）。

　バーリンは，このように「合理主義の形而上

学」とそれにもとづく「積極的自由」論を説明

して，これの社会的形態が，今日のナショナリ

ズム，マルクス主義，権威主義，全体主義等々

の信条の核心をなしていると言う。そしてこの

ような「理性的な自己支配」としての自由が，

結局は，専制主義（モーツアルトの歌劇『魔笛』

で描かれた「サラストロの神殿」にたとえられ

る）へと導かれる。その議論が想定している論

理的なプロセスを次のように整理している。

　「第一点は，すべての人間は一つの目的，た

だ一つの目的，つまり理性的自己支配という目

的をもっていることである。第二点は，あらゆ

る理性的存在者の目的は必然的に一つの普遍的

な調和的な型にはめこまれねばならず，しかも

これはある人が他の人よりもより明断に識別し

うることがあるということである。第三点は，

一切の葛藤，したがってすべての悲劇は，ただ

たんに理性と非理性的なもの，あるいは十分に

理性的でないもの…・との衝突にのみ由来す

る。・…最後に第四点は，すべての人間が理性

的になってしまえば，彼らはそのすべてに同一

のものである彼ら自身の本性の理性的な法に服

するであろう。かくして彼らは完全に遵法的な，

同時に自由な存在となるであろうということで

ある」（p．154，358－389ぺ一ジ）。

　このような整理は，かえってバーリンの議論

を単純化してしまっている側面があるが，しか

しその問題点の検討には役立つであろう。

　第四は，白由と主権との関係である。バーリ

ンは，フランス革命は，少なくともそのジャコ

消極的自由と積極的自由について
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バン的形態においては，「集団的自己支配」と

いう「積極的自由」への欲求が爆発したもので

あった，と言う。そして，ルソーの人民主権論

と自由主義者との対立を次のように述べてい

る。

　「ルソーのいう自由は，ある一定の領域内で

干渉を受けないという個人の『消極的』白由で

はなく，一社会の十全の資格ある全構成員

そのうちのある成員ではなく一が公的権力を

分け持つことであった。この公的権力はあらゆ

る市民の生活のいかなる局面にも干渉する権利

を与えられている。一九世紀前半の自由主義者

たちは，この『積極的』な意味における自由は，

自分たちが神聖視しているすべての『消極的』

自由を容易に破壊してしまうであろうことを，

正しく見通していた。人民主権は個々人の主権

を容易に破壊しうるであろうことを指摘してい

たのだ」（pp．162－163，374ぺ一ジ）。

　ここでの自由主義者にはミルがあげられ，そ

の先駆者として，ルソーを批判したバンジャマ

ン・コンスタンがあげられている。そして自由

主義者にとって，社会が次のような二つの相関

的な原理に支配されなければ，自由はないとさ

れる。

　「その一つの原理は，・権力ではなくてただ権

利のみが絶対的なものと見なされうる，したが

って，いかなる権力が支配していようとも，す

べての人間には非人間的な行為をすることを拒

絶する絶対的な権利がある，ということである。

第二の原理は，人間がその内部を決して犯され

てはならない境界線は，なんら人為的に引かれ

たものではなく，歴史上長く受け入れられてき

た規則によって定められたものである，したが

って…・その規則が，たとえば，ある法廷なり

主権者なりの側での形式的な手続きによって廃

棄されうるなどということは，まったく不合理

なことである，というにある」（p．165，379ぺ

一ジ）。

　こうして，バーリンは，主権ないし権威に対

する「消極的自由」と「積極的自由」の態度の

対立を鮮明にさせる。そしてバーリンは，「消

極的自由」の信奉者は権威そのものを抑圧しよ

うとし，「積極的自由」の信奉者はその権威を

わが手中に置かんと欲する，というところに

「基本的な争点」があるとして，しかもこれは

「一つの概念についての二つの異なった解釈と

いうのではなく，人生の目的に対する二つのま

ったく相異なる，和解せしめがたい態度」
（p．166，381ぺ一ジ）だとしている。

　そして，バーリンは，このような二つの自由

の和解しがたい対立のなかで，「消極的自由」

を支持するという自らの立場を次のように述べ

ている。

　「彼ら〔事実を尊重する人々〕がその実現に

つとめている『消極的』自由は，訓練のよく行

き届いた大きな権威主義的構造のうちに，階

級・民衆・全人類による『積極的』な自己支配

の理想を追求している人々の目標よりも，私に

はより真実で，より人間味のある理想であるよ

うに思われる」（p．171，388－389ぺ一ジ）。（た

だし，バーリンは『自由論』では，もとの論文

での下線部の表現は自らの多元主義（p1ura1－

iSm）と矛盾するとして，この個所を「多元主

義は，それが伴っている『消極的』自由という

基準によって」と訂正している。しかし，これ

でも「消極的自由」へのバーリンの支持はきわ

めて明白である。）

v　「積極的自由」は「自由の名によ

　　る専制主義」に陥るか

　以上のようなバーリンの議論の問題点を検討

しておきたい。

　すでに，バーリンの議論に対してはさまざま

な批判が行われているが，ここでは，まず，

C．B．マクファーソンの『民主主義理論』（1973

年）の第5論文「バーリンによる自由の分割」

における議論を取り上げておきたい。マクファ

ーソンは，バーリンの「消極的自由」の概念で

は，「故意の干渉」だけが強制もしくは自由の

剥奪とされているが，それでは資本主義的所有

制度のもとで，生活手段や労働手段をもたない

消極的自由と積極的自由について
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者の不自由を理解できない，などの批判を行い，

さらに，「積極的自由」の概念について次のよ

うに批判する。すなわち，バーリンの「積極的

自由」概念には，「自已支配」（PL1），「自由

の強制」（PL2），「支配的権威への参加として

の民主主義」（PL3）という三つの相異なる概

念を溶かし込んでいる。そして，バーリンは，

PL1からPL2への転化が論理内在的なもので

あるかのように言うが，そうではない。PL1

からPL2への転化は，マクファーソンの言葉

では「人間の発展力」であるPL1のための障

害を除去する理論的実践的な処理のしかたの結

果である，とされる。そのさい，既存の階級的

構造を維持しようとする「保守的なPL2」の

主唱者たちは，「完全に合理的なエリートによ

る支配を除いてはPL1にとっての将来を見い

だせない」（p．114，190ぺ一ジ）のであり，こ

うして権威主義的なPL2に堕することになる。

また既存の階級的構造を拒否する「急進的な

PL2」は，スターリニズムの場合のように，

「不平等な制度から利益を受ける人が，その制

度をもっと平等に近い力の方向へ変えようとす

るあらゆる動きを，世界大の規模で，長期にわ

たって徹底的に拒否した後でのみ起こる」

（p．1ユ5，192ぺ一ジ）とされる。いずれにして

も，PL1からPL2への転化は，資本主義的な

不平等な自由主義社会に問題があるとされるの

である。

　このようなマクファーソンの議論について，

1970年代にいち早くそれを紹介した田口富久治

氏は，「消極的自由」への批判を高く評価し，

また「積極的自由」への批判も「バーリンの中

心的命題をおおむね説得的にくつがえしてい

る・〕」として評価した。

　しかし，1990年代において，マクファーソン

のバーリン批判を取り上げた佐藤春吉氏は，マ

クファーソンの「消極的自由」批判には賛成し

ながらも，その「積極的自由」への批判につい

ては賛成できないとして，次のように述べてい

る。

　　「私の考えでは，マクファーソンが積極的自

由をPL1，2，3に分類し，後見主義〔PL2〕

はPL1からのみ，しかもその堕落から生じる

とみたのは正当なバーリン理解とはいえないと

思われる。彼は自らの積極的自由の主張を擁護

することに基本的注意が向きすぎていて，PL

3，すなわちルソー的な自己支配の自由（これ

自体はPL1）と自己決定の主張（PL3）との

同一性についてのバーリンの注目と，この主張

の参加民主主義および人民民主主義の主張への

必然的連関についての注目，そしてこの連関へ

のバーリンの執勘な警戒と批判の論理がみえて

いないと思われる6〕」。

　先に見たバーリンの議論に照らしても，佐藤

氏のマクファーソンヘのこの批判は正しいであ

ろう。加えて言えば，マクファーソンはPL2

が生じる原因を，その理論よりも，主要には現

実の資本主義社会という杜会背景からとらえて

いた。しかし，バーリンがあげた「自我の二重

化」，「合理主義的形而上学」，「人民主権」など

が本当に自由の名による専制をもたらすのかと

いうその理論的な再検討も必要である。そこで

改めて，バーリンの議論に内在しながら，それ

をどう乗り越えるかを考えてみたい。

　第一に，自我の二重化の問題である。積極的

自由が「自己支配」を言う場合，そこでは支配

する自我とそれに服従する自我とが二重化され

ながらも，自我の同一性を保持しているのは，

当然のことであると思われる。実際，人間は社

会生活の中でさまざまな欲望，欲求，希望をも

ちながら，しかし，自分は本当に何をしたいの

か，自分は本当に何になりたいのかを考え，目

的をもち，計画をたてて生きている。そこでは，

自分が追求するもののために，自分の多くの衝

動，欲求などを制御してい乱また行動におい

て，さまざまな社会規範を道徳や倫理として内

面化して，それに反する自分の行為を規制して

いるのである。このような自律的・支配的な自

我が，国家，階級，国民，歴史の進行そのもの

などと同一視されるのは，よほど特異な状況が

なければ不可能であろう。へ一ゲルにおいてさ

え「主観的理性」と「客観的理性」との合致は

消極的自由と積極的自由について

Page:7無断転載禁止。　



国家の理念としてかかげられながらも，両者は

区別されている。そして英雄が歴史的に偉大な

事業を成し遂げるのは，むしろ自らの欲望や情

熱を契機とするとされるのである。

　バーリンがいう「魔術的な転換あるいは奇術」

が起こるのは，自律的な自我が自己を実現する

道を閉ざされたり，大きな困難をかかえる中で，

むしろ自律的な自己を喪失させて，自己と集団，

自己と組織，自己と国家などとを一体化させる

ことによるであろう。かつてファシズムやスタ

ーリニズムを支持した人々は，自律的な自己支

配よりも，むしろ支配政党や独裁者への服従に

「自己実現」を見いだし，事実上「自己喪失」

したと言えるのではないだろうか。また過労死

するまで働く企業戦士，カルト集団にのめりこ

む青年など，今日の私たちにとって身近な例を

考えても，それは「自己支配」の実現によるの

ではなく，逆に「自己の喪失」によることは明

らかであろう。

　第二に，「内なる砦への退却」が起こるのも，

バーリン自身の説明からも明らかなように，多

くの場合，現実社会で「行動の自由」を実現す

ることが困難なときである。カントの場合，実

践理性の自律の思想には，彼自身が述べている

ように，近代社会における人問性の権利の確立

という思想的動機があり，また「目的の国」の

実現は，けっして内面的な世界だけの問題では

ないのである。

　第三に，「理性的な自己支配」による「白己

実現」が，「自由の名による専制主義」に至る

という論点はどうであろうか。ここでは，「理

性」やそれがとらえる「必然性」が，あたかも

一人一人の人問の思考過程の多様性を越えたも

のとして，また複雑な関係の複合ではなく画一

的で機械的なものとして，とらえられている。

バーリンが，理性的な社会や，社会の必然性を

あたかも論理法則や数学・物理学の法則と同一

であるかのように論じているのも，そのことの

現れである。

　またバーリンは，「理性的な自己支配」の立

場では，「知識がわれわれを自由にするのは，

われわれの選択しうるより多くの可能性を与え

てくれるからではなく，不可能な企ての挫折か

らわれわれを免れさせてくれるからなのだ」

（p．144，340ぺ一ジ）と述べている。確かに，

旧来のマルクス主義の中にもこのような一面的

な理解はあったであろう。しかしながら，マル

クス主義が重視する労働の発展を考えても，知

識はその選択の可能性を拡大すると言えるであ

ろう。例えば，食料・衣服・住居などの生産，

製作の方法について，その知識が増大すればす

るほど，それらの方法を選択する可能性が拡大

するのである。杜会についての知識の増大につ

いても同様であろう。社会についての知識の増

大は，まさに多様な社会生活の可能性をつくり

だしたのである。

　こうして，「理性」とは多様な思考を生みな

がら真理を探究するものであり，また知識は人

問の現実的な選択の可能性を拡大するのであ

る。こうした見地に立つならば，「理性的な自

己支配」とは，まさに思考の多様性や選択の可

能性を生かした，したがって多様な人問との協

同的な営みとして理解されるであろう。理性や

知識や人間の協同が発展する限り，「専制主義」

の可能性はむしろ縮小すると言わなければなら

ない。

　第四に，白由と民主主義との関係である。近

代民主主義の発展は，人民主権とともに基本的

人権を不可分のものとしてきた。現に「アメリ

カ独立宣言」や「フランス人権宣言」は，アメ

リカ独立革命やフランス革命の中でもそれがそ

の通りには実現されなかったとしても，人権と

人民主権ないし国民主権との結合の明確な表明

である。バーリンが自由主義者の主張する原理

として述べた，いかなる法廷も主権者も廃棄し

えない権利とは，まさに立法権力によっても侵

害しえない「基本的人権」として，今日，多く

の民主主義国の憲法でうたわれている。問題は

そのような憲法を形骸化せず，「憲法を暮らし

に生かす」ことである。そして人民主権が「専

制主義」に陥らない保証は，まさにこのような

「基本的人権」とそれを保障する民主主義的制

消極的自由と積極的自由について
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度の確立にある。ファシズムやスターリニズム

の特徴は，このような基本的人権と民主主義の

否定にこそあったのである。

　こうして，「消極的自由」と「積極的自由」

とは不可分の関係にあるのである。なお，この

ことを明確にするために，「消極的自由」と

「積極的自由」との関係を，「基本的人権」を構

成する「自由権」と「杜会権」との関係として

もとらえておきたい。すなわち，言論・思想・

信条・表現の自由や結社の自由，参政権などの

「自由権」は，生存権，教育権，労働権などの

「社会権」の保障がなければ，多くの人々にと

って実質的な意味をもたない。また地域社会や

学校や企業や国家において「自由権」が保障さ

れていなければ，「社会権」も真に確立できな

い。こうして，「自由権」と「社会権」とは密

接な関連をもつのである。

　バーリンの「消極的自由」と「積極的自由」

の議論は，このように不可分のものとして把握

すべき両者を分離し，一方で「消極的自由」を

きわめて狭隆なものにし，他方で「積極的自由」

を「自由の名による専制主義」に結びつけてし

まった。それは「白由の名による専制主義」へ

の警告としては重要であるが，しかし自由論と

しては一面的であり，やはり乗り越えられなけ

ればならないものなのである。
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